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－１－ 



令和５年第４回（１２月）御杖村議会定例会議事日程（第１号） 
令和５年１２月７日（木） 

開議 午前１０時００分 

◎議事日程［審議結果］ 

 第１  会議録署名議員の指名 

 第２  会期の決定 

 第３  諸般の報告    ・議会運営委員会               １１月２８日 

                 ・例月出納検査                ８月・９月・１０月分 

                 ・桜井宇陀広域連合議会         １１月 ６日定例会 

                 ・宇陀衛生一部事務組合議会      １１月２４日定例会 

                 ・東宇陀環境衛生組合議会        １１月３０日定例会 

                 ・曽爾御杖行政一部事務組合議会   １２月 ４日定例会 

 

 第４  行政報告 

 第５  一般質問 

 第６  曽爾御杖行政一部事務組合議会議員の選挙について [選挙] 

 第７  議案第４１号 [むらづくり委員会付託] 

桃俣地区公衆トイレ整備工事に伴う工事請負変更契約の締結について 

第８  議案第４２号 ［むらづくり委員会付託］ 

      桃俣地区配水管布設替工事に伴う工事請負変更契約の締結について 

第９  議案第４３号 [原案可決] 

御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１０ 議案第４４号 ［原案可決］ 

      特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

第１１ 議案第４５号 ［原案可決］ 

      一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１２ 議案第４６号 [原案可決] 

御杖村フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

第１３ 議案第４７号 [原案可決] 

御杖村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

第１４ 議案第４８号 [原案可決] 

御杖村印鑑条例及び御杖村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

第１５ 議案第４９号 ［予算決算委員会付託］ 

      令和５年度御杖村一般会計補正予算（第７号）の議定について 

第１６ 議案第５０号 ［予算決算委員会付託］ 

      令和５年度御杖村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の議定について 

第１７ 議案第５１号 [予算決算委員会付託] 

令和５年度御杖村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の議定について 

第１８ 議案第５２号 ［予算決算委員会付託］ 

      令和５年度御杖村介護保険特別会計補正予算（第２号）の議定について 

－２－ 



第１９ 議案第５３号 ［むらづくり委員会付託］ 

      御杖村の公の施設の指定管理者の指定について 

（御杖村ケアハウス・御杖村デイサービスセンター） 

◎本日の会議に付した事件 

      議事日程に同じ 

◎出席議員（７名） 

議 長   葛 城 昌 俊 君    １ 番  福 田 麻 衣 子 君 

２  番  寺 前 伊 平 君    ３ 番  張 間 裕 子 君 

４  番   口 芳 弘 君    ６ 番  古 川 芳 明 君 

７  番  山 岡 隆 良 君    ８ 番  松 岡 一 生 君 

◎欠席議員（１名） 

      ８ 番  松 岡 一 生 君 

◎会議録署名議員 

       １ 番  福 田 麻 衣 子 君     ２ 番  寺 前 伊 平 君  

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職・指名 

村      長         伊 藤  収 宜 君 

教  育  長            鈴 木  泰 弘 君 

副  村 長         中 嶋  英 樹 君 

総務課長           今 井    智  君 

むらづくり振興課長     片 岡  保 昌 君 

教育委員会次長      中 村  康 幸 君 

住民生活課長        仲 子  雄 史 君 

産業建設課長        古 谷  匡 敏 君 

保健福祉課長        川 上  隆 二 君 

会計管理者         松 本  慶 一 君 

◎職務のため議場に出席した事務局職員 

      事務局長    森 本 成 則 君 

 

 

 

 

散会  午前１１時０４分 
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◎[発言記録] 

（午前１０時００分開議） 

 

◎開会及び開議の宣言 
 

○議長(葛城昌俊君):皆さん、おはようございます。令和５年第４回定例会をご案内させていただいたとこ

ろ、ご出席をいただきありがとうございます。なお、本日の会議に際し、松岡議員より病気治療のため

欠席届が出ております。ただ今の出席議員は７名です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に

達しておりますので、本日の令和５年第４回御杖村議会定例会は成立致しました。よって、ただ今か

ら、開会致します。ただちに、本日の会議を開きます。 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

○議長(葛城昌俊君):本日の議事日程は、別紙第１号のとおりとします。日程第１、会議録署名議員の

指名を行います。御杖村議会会議規則第１２７条の規定に基づき、会期中における会議録署名議員

は、１番福田麻衣子君、２番寺前伊平君を指名します。 

 

◎会期の決定 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第２、会期の決定を行います。お諮りします。本定例会の会期は、

本日から１２月１４日までの８日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月１４日までの８日間と決定し

ました。 

 

◎諸般の報告（議会運営委員会） 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第３諸般の報告を行います。はじめに、１１月２８日に開催されまし

た議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会、副委員長、古川芳明君。 

○副委員長(古川芳明君):議長。６番古川。 

○議長(葛城昌俊君):古川芳明君。 

○副委員長(古川芳明君):それでは、去る令和５年１１月２８日に開催いたしました、議会運営委員会

の報告をいたします。開催日当日、松岡委員長が欠席されましたので、御杖村議会委員会条例第

９条第１項の規定により、副委員長のわたくし古川が、委員長の職務代行をさせていただきましたの

で、わたくしより報告させていただきます。なお、松岡委員長が欠席されましたが、御杖村議会委員

会条例第１２条の規定による定足数に達していたことから、１２月定例会の運営について協議を行

いました。まず、会期及び会期中の日程について協議を行い、会期を、１２月７日から１４日までの８

日間とし、全員協議会を８日、むらづくり委員会を１１日、予算決算委員会を１２日、続会議を１４日と 
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それぞれ決定し、いずれも午前１０時の開会といたしました。また一般質問については、通告締め

切りを１２月４日午後１時までとし、質問日は、１２月７日の開会日と決定いたしました。次に、開会日

における、議事日程および議事進行の取り扱いについて協議を行い、契約２件及び指定管理者の

指定１件をむらづくり委員会に、補正予算４件を予算決算委員会にそれぞれ付託することとし、条

例６件については、開会日に即決することと致しました。なお、議会提出の曽爾御杖行政一部事務

組合議会議員の選挙については、開会日に選挙することと致しました。最後に、次回令和６年第１

回定例会の会期を検討するため、継続調査申出書を、続会日に提出することを決定して委員会を

閉じました。以上で、議会運営委員会の報告といたします。 

○議長(葛城昌俊君):古川副委員長、ご苦労様でした。 

 

◎諸般の報告（例月出納検査） 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、監査委員より議長宛に例月出納検査について、８月から１０月分の結果報

告書をいただいています。抜粋の写しを配布しておりますので、報告といたします。 

 

◎諸般の報告（桜井宇陀広域連合議会） 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、１１月６日に開催されました桜井宇陀広域連合議会定例会の報告です

が、議事の進行上、報告書の写しを配布させていただいてますので、写しをもって報告に変えさ

せていただきます。 

 

◎諸般の報告（宇陀衛生一部事務組合議会） 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、１１月２４日に開催されました宇陀衛生一部事務組合議会定例会の報告

を求めます。派遣議員を代表して、３番張間裕子君よろしくお願いします。 

○１番（張間裕子君）：議長、１番張間。 

○議長（葛城昌俊君）：張間裕子君。 

○１番（張間裕子君）：ただいま、議長の許可を得ましたので、宇陀衛生一部事務組合議会の報告を

させていただきます。去る１１月２４日金曜日、午前９時３０分から令和５年宇陀衛生一部事務組合

議会第２回定例会が、宇陀市農村環境改善センター農林会館で開催されました。出席した組合

議会議員は１３名で、御杖村からは、山岡議員とわたくし張間が出席いたしました。管理者である

宇陀市金剛市長の招集挨拶につづき、去る１１月１９日の御杖村長選で３期目の当選を果たされ

た伊藤村長の挨拶の後、議事日程に基づき、会議録署名議員の指名、会期の決定が行われまし

た。会期については、議事終了までと決定され、その後提出されました３議案についての審議に

入りました。議案第８号令和５年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出補正予算第１号に

ついては、規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，２９２千円を増額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６６１，６９８千円とするものです。主な増額理由としては、宇陀衛 
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生センター管理棟内における、浴室等施設改修工事設計業務委託によるものです。次に、認定

第１号令和４年度宇陀衛生一部事務組合一般会計歳入歳出決算については、歳入総額 ３４１，

８９０，８４０円、歳出総額 １７０，１０３，３４９円で、決算の結果、差引１７１，７８７，４９１円の黒字決

算となりました。次に議案第９号工事請負契約の変更については、基幹的設備改良工事の工事

期間を契約締結の日から令和５年１２月１５日としていたものを、契約締結の日から令和６年３月 

２２日に変更するものです。理由と致しましては、工事に必要な半導体等の樹脂製品の供給が遅

れていることによるものです。提案されました議案３件は、すべて可決・認定され、午前１０時２０分

に閉会しました。以上、簡単ではありますが、宇陀衛生一部事務組合議会の報告といたします。 

○議長(葛城昌俊君):張間議員、ご苦労様でした。 

 

◎諸般の報告（東宇陀環境衛生組合議会） 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、１１月３０日に開催されました、東宇陀環境衛生組合議会定例会の報告

を求めます。派遣議員を代表して、７番山岡隆良君よろしくお願いします。 

○７番（山岡隆良君）：議長、７番山岡。 

○議長（葛城昌俊君）：山岡隆良君。 

○７番（山岡隆良君）：それでは、令和５年第２回東宇陀環境衛生組合議会定例会報告をさせてい

ただきます。去る、１１月３０日午前１０時より、令和５年第２回東宇陀環境衛生組合議会定例会が

東宇陀クリーンセンターにおいて開催されました。宇陀市からは組合議長として上田議員、組合

議員として田中剛志議員、松浦議員、井谷議員が出席いたしました。曽爾村からは組合議員とし

て大向議員、田中稔一議員が出席いたしました。御杖村からは組合議員として古川芳明議員と私

が出席いたしました。組合議会定例会につきましては８名出席で議会は成立し、その後日程に基

づき、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、芝田管理者の挨拶のち議事に入りました。付

議された案件は、議案第１号令和５年度東宇陀環境衛生組合一般会計補正予算第 1号につい

て、認定第１号令和４年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算について、以上２件が提

案されました。議案第１号は、令和５年度一般会計補正予算について、歳入歳出それぞれ８，８１

３千円の増額予算となっており、増額理由については、井戸ポンプ取替工事、高圧受電設備改修

工事等となっております。認定第１号令和４年度一般会計歳入歳出決算について、歳入合計１９

４，９２３，９３８円で予算額１９４，３１０千円に対し、６１３，９３８円の増収。歳出合計１８８，７６０，２６

９円で予算額１９４，３１０千円に対し、５，５４９，７３１円の不用額を生じる内容で、歳入歳出差引残

高６，１６３，６６９円となっております。以上２件が原案どおり全会一致により可決され、午前１０時４

５分に閉会されました。以上で東宇陀環境衛生組合議会定例会の報告とさせていただきます。 

○議長(葛城昌俊君):山岡議員、ご苦労様でした。 

 

◎諸般の報告（曽爾御杖行政一部事務組合議会） 

 

○議長(葛城昌俊君): 次に、１２月４日に開催されました曽爾御杖行政一部事務組合議会定例会の

報告を求めます。派遣議員を代表して、４番廣口芳弘君よろしくお願いします。 
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○２番（廣口芳弘君）：議長、２番廣口。 

○議長（葛城昌俊君）：廣口芳弘君。 

○２番（廣口芳弘君）：それでは、去る１２月４日午後２時より御杖村議会委員会室において開催され

ました、令和５年１２月曽爾御杖行政一部事務組合議会定例会の報告をさせていただきます。曽爾

村からは、組合議員として佐治議員、東口議員、大向議員が出席し、御杖村からは組合議長として

葛城議員、組合議員として私廣口が出席致しました。葛城議長から、１名欠員の報告の報告のあ

と、議会成立宣言がなされ、会議録署名議員に、４番大向議員、６番わたくし廣口の指名につづ

き、会期を１日間と決定し、審議に入りました。付議された案件は、議第７号案曽爾御杖行政一部

事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、認定第１号令和４

年度曽爾御杖行政一部事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について、議第８号案令和５年度

曽爾御杖行政一部事務組合一般会計予算補正第１号についての以上、３議案が提出されました。 

 議第７号案曽爾御杖行政一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

については、準用しています国家公務員一般職の給与が改定されたことから本組合の一般職の職

員の給与に関する条例を一部改正するものであります。認定第１号令和４年度曽爾御杖行政一部

事務組合一般会計歳入歳出決算認定については、事務局長から歳入総額 34,462,313円、歳出

総額 33,337,643円、差引額 1,124,670円、単年度実質収支 380,254円の赤字決算とする概要に

ついて説明あと、大向監査委員より監査報告がなされました。議第８号案令和５年度曽爾御杖行政

一部事務組合一般会計予算補正第１号については、令和４年度の繰越金の確定により、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ 339千円を追加する、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ 38,456千円とするものです。歳出における増額は、職員の給与改正による人件費と給食用食材

料費となっています。以上、提出された３議案はそれぞれ審議を行い採決の結果、原案どおり全会

一致で、認定及び可決され、午後２時４０分に閉会しました。 以上で令和５年１２月曽爾御杖行政

一部事務組合議会定例会の報告と致します。 

○議長(葛城昌俊君):廣口議員、ご苦労様でした。 

 

◎行政報告 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第４行政報告をお願いします。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君)：議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君)：１２月定例会にあたりまして、行政報告という貴重なお時間をいただき、私の所

信を表明させていただきます。去る１１月１９日執行の村長選挙におきまして、議員皆様方をはじ

め、多くの村民、また関係各位の皆さまの絶大なるご支援をいただき、３期目の当選をさせていた

だくことが出来ました。その重責に対し身の引き締まる思いをいたしております。今回の選挙を通じ、

村民皆さまと直接お会いする機会を得、課題や要望を改めて知ることが出来ました。これまで御杖

村第四次長期総合計画で計画しました創造、育成、環境のみっつの杖で人生における縁、都市

と農村の縁など様々な縁を結び、安心安全な村づくりを進めてまいりましたが、更に住みよい村づ

くりとして子どもから高齢者まで、すべての村民が快適で幸せに暮らせることができるよう安心、快

適な村づくりに取り組んでまいります。主な政策目標としては、１産業の振興支援と担い手の育成、

２教育環境の充実と歴史文化の保全、３疾病予防と健康づくりの推進、４高齢者にも優しい生活環 
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境の確保と充実これら４つの政策を中心に取り組みを進めていく所存でございます。重点施策とし

ましては、公共交通の確保と移動支援の再構築、伊勢本街道の保存と整備、旧小学校の利活用

を進めて行きたいと考えております。このほかにも本村が直面する数々の行政課題につきまして、

議員皆様方の貴重なご意見を賜りながら、諸問題解決にまい進する所存でございます。今までと

同様に更なるご支援とご協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。最後に、本定例会に

は、契約２件、条例６件、補正予算４件、指定管理１件を提出しております。なお、予算案件につい

ては、物価高騰に対する村民への生活支援や、人事院勧告への対応が中心となっています。ご

審議いただき可決賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、３期目の所信表明

とさせていただきます。 

○議長(葛城昌俊君):これで、行政報告を終わります。 

 

◎一般質問 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第５、一般質問ですが、議員からの通告がありません。 

 

◎曽爾御杖行政一部事務組合議会議員の選挙について 

［選挙］          
 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第６･曽爾御杖行政一部事務組合議会議員の選挙についてを議題

と致します。本案は、当組合議会派遣議員の木村忠雄君が令和５年９月３０日付けをもって御杖村

議会議員を辞職したことにより、曽爾御杖行政一部事務組合議会議員に欠員が生じたことから、新

たに派遣議員１名を選挙するものでございます。お諮りします。選挙の方法については、地方自治

法第１１８条第２項の規定による、指名推薦の方法を用いたいと思います。ご異議ありませんか。 

「（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって選挙の方法は、指名推薦の方法を用いること

に決定しました。お諮りします。指名については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議

ありませんか。 

「（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。曽爾御

杖行政一部事務組合議会議員に、１番福田麻衣子君を指名します。お諮りします。ただいま、私

議長が指名しました１番福田麻衣子君を曽爾御杖行政一部事務組合議会議員の当選人と定める

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、ただいま指名致しました１番福田麻衣子君

が曽爾御杖行政一部事務組合議会議員に当選されました。御杖村議会会議規則第３３条第２項

の規定により、１番福田麻衣子君に当選の告知を致します。福田議員よろしくお願いします。 

 

◎議案第４１号桃俣地区公衆トイレ整備工事に伴う工事請負 
変更契約の締結について 

［上程、説明、総括的質疑、むらづくり委員会付託］ 
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○議長(葛城昌俊君):次に、日程第･議案第４１号、桃俣地区公衆トイレ整備工事に伴う工事請負変更

契約の締結についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、去る６月の定例会において議決をいただいた工事請負

契約について、変更の必要な部分が生じたことから、今般、変更契約を締結したく、地方自治法

第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定に基づき議決をお願いするものでございます。よろしくお願いします。 

○議長(葛城昌俊君):ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的質疑を行い

ます。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで総括的質疑を終わります。本案については、議会

運営委員会副委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、むらづくり委員会に付託

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、日程第７議案第４１号、桃俣地区公衆トイレ

整備工事に伴う工事請負変更契約の締結については、むらづくり委員会に付託することに決定し

ました。 

 

◎議案第４２号桃俣地区配水管布設替工事に伴う工事請負 
変更契約の締結について 

［上程、説明、総括的質疑、むらづくり委員会付託］ 
 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第８議案第４２号、桃俣地区配水管布設替工事に伴う工事請負変更

契約の締結についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、去る６月の定例会にて議決をいただいた工事請負契約

について、工事の進捗に伴い変更の必要な部分が生じたことから、今般、変更契約を締結したく、

地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定に基づき議決をお願いするものでございます。よろしくお願いします。 

○議長(葛城昌俊君):ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的質疑を行い

ます。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで総括的質疑を終わります。本案についても、議会

運営委員会副委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、むらづくり委員会に付託

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、日程第８議案第４２号、桃俣地区配水管布

設替工事に伴う工事請負変更契約の締結についても、むらづくり委員会に付託することに決定し

ました。 
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◎議案第４３号御杖村議会議員の議員報酬等に関する 
条例の一部を改正する条例の制定について 

［上程、説明、質疑、討論、採決］ 
 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第９議案第４３号、御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。本案については、議会運営委員会副委員

長の報告のとおり即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):特別職の職員の給与に関する法律の改正により、国家公務員特別職の給与

が改定されたことから、これに準じて、本村議員の期末手当について改定を行うものであります。

詳細については、総務課長より説明申し上げます。 

○総務課長(今井智君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):今井総務課長。 

○総務課長(今井智君):改正内容について、ご説明申し上げます。国家公務員特別職の給与改定で

は、期末手当の年間支給月数を３．３月から３．４月へ、０．１月分引き上げられたことから、それに準

じて改定をおこなうものです。条例第７条第２項で、支給月数を定めていますが、改正条例第１条に

より１００分の１６５を１００分の１７５に改定することより、令和５年度全体の支給月数を０．１引き上げ、

年間３．４月とします。また、改正条例第２条は、令和６年度以降の支給月数を定めるものですが、 

１００分の１７０に改定することにより、年間支給月数を３．４０月とするものです。なお、令和５年１２月

の期末手当については、改正前の規定より１２月８日に支給予定となっていることから、附則の第２

条の規定により、差額として追加支給することとなります。ご審議の程、よろしくお願い致します。 

○議長(葛城昌俊君):ただいま、伊藤村長より提案理由の説明と今井総務課長より詳細説明をいた

だきましたので、これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。日程第９議案第４３号を原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第９議案第４３号、御杖村議会

議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎議案第４４号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費 
に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

［上程、説明、質疑、討論、採決］ 
 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１０議案第４４号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。本案についても、議会運営

委員会副委員長の報告のとおり即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めま

す。伊藤村長。 
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○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、特別職の職員の給与に関する法律の改正により、国家

公務員特別職の給与が改定されたことから、これに準じて、本村特別職の期末手当について改定

を行うものでございます。詳細については、総務課長より説明を申し上げます。 

○総務課長(今井智君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):今井総務課長。 

○総務課長(今井智君):改正の内容について、ご説明申し上げます。先程の議案第４３号と同様の

説明となりますが、国家公務員特別職の給与改定に準じて、本村特別職の期末手当年間支給月

数を３．３月から３．４月へ、０．１月分引き上げるものです。条例第６条の支給月数を１００分の１７５

に改定することより、令和５年度全体の支給月数を０．１引き上げ、年間３．４月とします。また、改

正条例第２条では、令和６年度以降の支給月数を定めるものですが、１００分の１７０とすることによ

り、年間支給月数を３．４月とするものです。なお、附則の第２条の規定により、差額として追加支

給することとなります。ご審議の程、よろしくお願い致します。 

○議長(葛城昌俊君):ただいま、伊藤村長より提案理由の説明と今井総務課長より詳細説明をいた

だきましたので、これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。日程第１０議案第４４号を原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第１０議案第４４号、特別職の職

員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決されました。 

 

◎議案第４５号一般職の職員の給与に関する条例の一部 
を改正する条例の制定について 

［上程、説明、質疑、討論、採決］ 
 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１１議案第４５号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題と致します。本案についても、議会運営委員会副委員長の報

告のとおり即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法律の

改正により、国家公務員一般職の給与が改定されたことから、これに準じて、本村一般職員の給

与について改定を行うものでございます。詳細については、総務課長より説明を申し上げます。 

○総務課長(今井智君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):今井総務課長。 
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○総務課長(今井智君):改正の内容について、ご説明申し上げます。令和５年の人事院勧告に基づ

き、国家公務員一般職の給与改定が行われましたので、それに準じて、本村一般職の職員の月

例給及び初任給調整手当、期末手当、勤勉手当について改定をおこなうものです。先ず初任給

調整手当についてですが、第６条の２第１項で規定しています月額の最高額を４１４，８００円を  

４１５，６００円に改めるものです。期末手当についてですが、第１５条第２項では、支給月数を定め

ていますが、条文に１２月に支給する場合においては１００分の１２５の文言を加えることより、令和

５年度全体の期末手当の支給月数を０．０５月引き上げ、年間２．４５月とするものです。同条第３

項では、再任用職員の期末手当について定めているものですが、１００分の６７．５を１００分の７０

に改めることにより、年間支給月数を０．０２５月引き上げ、年間１．３７５月とするものです。勤勉手

当についてですが、第１６条第２項第１号では、支給月数を定めていますが、条文に１２月に支給

する場合においては１００分の１０５の文言を加えることより、令和５年度全体の勤勉手当の支給月

数を０．０５月引き上げ、年間２．０５月とするものです。同項第２号では、再任用職員の勤勉手当

について定めているものですが、１２月に支給する場合においては１００分の５０を加えることによ

り、年間支給月数を０．０２５引き上げ、年間０．９７５月とするものです。議案書４枚めくっていただ

きまして、改正条例第２条では、令和６年度以降の支給月数を定めるものです。期末手当につい

てですが、第１５条第２項では、１００分の１２２．５に改定することにより、年間支給月数を２．４５月と

します。同条第３項の再任用職員については、１００分の６８．７５に改めることにより、年間支給月

数を１．３７５月とするものです。勤勉手当についてですが、第１６条第２項第１号では、１００分の１

０２．５に改定することにより、年間支給月数を２．０５月とします。同項第２項の再任用職員につい

ては、１００分の４８．７５に改めることにより、年間支給月数を０．９７５月とするものです。次に、月例

給の改定についてですが、民間給与との格差を解消するため、初任給及び若年層を中心に給料

月額を引き上げます。平均で１．１％の改定率となるもので、これにより別表第１行政職給料表及

び別表第２医療職給料表を改めるものです。初任給を例に挙げますと、大卒１１，０００円、高卒１

２，０００円の引き上げとなります。なお、月例給の改定については、令和５年４月１日に遡及して適

用されますので、４月からの差額分及び、先に支給された初任給調整、期末手当、勤勉手当との

差額については、追加支給することとなります。改定内容は、以上のとおりでございます。ご審議

の程、よろしくお願い致します。 

○議長(葛城昌俊君):ただいま、伊藤村長より提案理由の説明と今井総務課長より詳細説明をいた

だきましたので、これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。日程第１１議案第４５号を原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第１１議案第４５号、一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 
◎議案第４６号御杖村フルタイム会計年度任用職員の給与 
に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

［上程、説明、質疑、討論、採決］ 
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○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１２議案第４６号、御杖村フルタイム会計年度任用職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。本案についても、議会運営

委員会副委員長の報告のとおり即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めま

す。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、一般職職員の月例給、期末手当、勤勉手当の改定に対

応して、フルタイム会計年度任用職員についても改定をおこなうものでございます。詳細について

は、総務課長より説明申し上げます。 

○総務課長(今井智君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):今井総務課長。 

○総務課長(今井智君):改正内容について、ご説明申し上げます。フルタイム会計年度任用職員の

給与については、一般職職員の規定に準じ定めているものですが、今回の人事院勧告に沿った

内容については、令和５年度内の適用は行わず、令和６年４月１日から適用するものです。従っ

て、改正文第１条における第１４条第１項の期末手当の支給月数は、現行と変わらず１００分の１２

０とし、第１５条第１項の勤勉手当の支給月数は、現行と変わらず１００分の１００とするものです。改

正文第２条では、令和６年４月１日からの施行として、第１４条第１項後段及び第１５条第１項後段

を削る規定を適用することにより、一般職と同様に、年間支給月数について、期末手当が２．４５

月、勤勉手当が、２．０５月となります。月例給についても、人事院勧告に沿って改定した一般職職

員の給料表を引用したものとなります。以上が、改正の内容となっています。ご審議の程、よろしく

お願い致します。 

○議長(葛城昌俊君):ただいま、伊藤村長より提案理由の説明と今井総務課長より詳細説明をいた

だきましたので、これより質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。日程第１２議案第４６号を原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第１２議案第４６号、御杖村フル

タイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決されました。 

 

◎議案第４７号御杖村国民健康保険税条例の一部を 
改正する条例の制定について 

［上程、説明、質疑、討論、採決］ 
 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１３議案第４７号、御杖村国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題と致します。本案についても、議会運営委員会副委員長の報告のと

おり即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 
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○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の法律の一部が改正され、その改正に伴う関係政令の整備に関する政令に

より御杖村国民健康保険税条例の一部の改正を行うものでございます。詳細については、住民生

活課長より説明申し上げます。 

○住民生活課長(仲子雄史君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):仲子住民生活課長。 

○住民生活課長(仲子雄史君):議案第４７号御杖村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について、説明させていただきます。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する

ための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の改正に伴う関係政令の整備に関する政令

が令和５年７月２０日に公布され、国民健康保険税の改正部分につきましては令和６年１月１日か

ら施行されることとなったため、御杖村国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。

改正の主な内容といたしまして、出産する予定の被保険者及び出産した被保険者に係る産前産

後期間の所得割額及び均等割額を免除するものでございます。単胎妊娠の場合は出産予定月

の前月から出産月の翌々月までの４ヶ月間を免除し、多胎妊娠の場合は出産予定月の３月前から

出産月の翌々月までの６ヶ月間を免除いたします。 以上、ご審議、よろしくお願いいたします。 

○議長(葛城昌俊君):ただ今、伊藤村長より提案理由の説明と仲子住民生活課長より詳細説明をい

ただきましたので、これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで、討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。日程第１３議案第４７号を原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第１３議案第４７号、御杖村国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第４８号御杖村印鑑条例及び御杖村手数料徴収 
条例の一部を改正する条例の制定について 

［上程、説明、質疑、討論、採決］ 
 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１４議案第４８号、御杖村印鑑条例及び御杖村手数料徴収条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。本案についても、議会運営委員会副委員

長の報告のとおり即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、マイナンバーカードを利用し、コンビニエンストア等に設

置している多機能端末から住民票の写し及び印鑑登録証明書が取得できるサービスを開始する

ことに伴い関係する条例の改正を行うものでございます。詳細については、住民生活課長より説

明申し上げます。 
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○住民生活課長(仲子雄史君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):仲子住民生活課長。 

○住民生活課長(仲子雄史君):議案第４８号御杖村印鑑条例及び御杖村手数料条例の一部を改正

する条例について、説明させていただきます。マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエン

スストア等に設置されている多機能端末機、いわゆるマルチコピー機を使って、住民票や印鑑証

明書を取得できるサービスを令和６年３月から開始いたします。このコンビニ交付サービスを開始

することに伴い、本村の印鑑条例及び手数料条例を改正するものでございます。改正の主な内容

といたしまして、まず印鑑条例についてですが、マイナンバーカード及びマイナンバーカードの電

子証明書機能が搭載されておりますスマホを使ってコンビニ交付サービスを行うことや、これまで

窓口で印鑑証明書を取得する際に掲示が必要であった印鑑登録証ですが、マイナンバーカード

の掲示でも印鑑証明書を取得できることとする改正となっております。次に手数料条例についてで

すが、現在窓口で住民票や印鑑証明書を取得した際に２００円の手数料をいただいております

が、コンビニで取得する際の手数料を窓口と同じ２００円に定める改正となっております。以上、ご

審議、よろしくお願いいたします。 

○議長(葛城昌俊君):ただ今、伊藤村長より提案理由の説明と仲子住民生活課長より詳細説明をい

ただきましたので、これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論

はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで、討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。日程第１４議案第４８号を原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第１４議案第４８号、御杖村印鑑

条例及び御杖村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎議案第４９号令和５年度御杖村一般会計補正予算(第７号) 

の議定について 

［上程、説明、総括的質疑、予算決算委員会付託］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１５議案第４９号、令和５年度御杖村一般会計補正予算第７号の

議定についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、歳入歳出それぞれに４，１０５万４千円を追加し補正後の

総額を２９億６，０９０万５千円とするものでございます。主な内容ですが、重点支援地方交付金を

活用した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業の増額及び高齢者暖房支援地域

振興券交付事業の追加、人事院勧告に沿った人件費を増額するものでございます。 ご審議の

程、よろしくお願いします。 

－15－ 



○議長(葛城昌俊君):ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的な質疑を行

います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで総括的質疑を終わります。本案については、議会

運営委員会副委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、予算決算委員会に付託

すること 

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、日程第１５議案第４９号、令和５年度御杖村

一般会計補正予算第７号の議定については、予算決算委員会に付託することに決定しました。 

 

◎議案第５０号令和５年度御杖村簡易水道事業特別会計 

補正予算（第１号）の議定について 

［上程、説明、総括的質疑、予算決算委員会付託］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１６議案第５０号、令和５年度御杖村簡易水道事業特別会計補

正予算第１号の議定についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊

藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、歳入歳出それぞれ９７万３千円を増額し、補正後の総額

を１億２，４１８万９千円とするものでございます。主な内容ですが、歳入では、重点支援地方交付

金を活用して、１２月から２月分の三ヶ月分の水道料金基本料金の減免を行い、歳出では、人事

院勧告に沿った人件費を増額するものでございます。 ご審議の程、よろしくお願いします。 

○議長(葛城昌俊君):ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的な質疑を行

います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで総括的質疑を終わります。本案については、議会

運営委員会副委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、予算決算委員会に付託

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、日程第１６議案第５０号、令和５年度御杖村

簡易水道事業特別会計補正予算第１号の議定については、予算決算委員会に付託することに決

定しました。 

 

◎議案第５１号令和５年度御杖村国民健康保険特別会計 

補正予算（第４号）の議定について 

［上程、説明、総括的質疑、予算決算委員会付託］ 
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○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１７議案第５１号、令和５年度御杖村国民健康保険特別会計補

正予算第４号の議定についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊

藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、先ず、事業勘定ですが、歳入歳出それぞれに１７万１千

円を追加し補正後の総額を２億７，３１３万５千円とするものでございます。主な内容は、歳入では、

基金繰入金の増額を行い、歳出では、財政安定化支援事業を増額するものでございます。診療

施設勘定については、歳入歳出それぞれに２２万８千円を追加し、補正後の総額を１億１，８１４万

６千円とするものでございます。主な内容は、人事院勧告に沿った人件費を増額するものでござい

ます。 ご審議の程、よろしくお願いします。 

○議長(葛城昌俊君):ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的な質疑を行

います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで総括的質疑を終わります。本案については、議会

運営委員会副委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、予算決算委員会に付託

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、日程第１７議案第５１号、令和５年度御杖村

国民健康保険特別会計補正予算第４号の議定については、予算決算委員会に付託することに決

定しました。 

 
◎議案第５２号令和５年度御杖村介護保険特別会計補正 
予算（第２号）の議定について 

［上程、説明、総括的質疑、予算決算委員会付託］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１８議案第５２号、令和５年度御杖村介護保険特別会計補正予算

第２号の議定についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案につきましては、歳入歳出それぞれに４６万２千円を追加し、補正後の総

額を４億９，１７６万５千円とするものものでございます。主な内容は、介護報酬改定等に伴うｼｽﾃﾑ

改修費の増額と、介護給付費の実績見込みに合わせて組み替えを行うもののでございます。 ご

審議の程、よろしくお願いします。 

○議長(葛城昌俊君):ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的な質疑を行

います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで総括的質疑を終わります。本案については、議会

運営委員会副委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、予算決算委員会に付託

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、日程第１８議案第５２号、令和５年度御杖村

介護保険特別会計補正予算第２号の議定については、予算決算委員会に付託することに決定し

ました。 

 
◎議案第５３号御杖村の公の施設の指定管理者の指定について 
          （御杖村ケアハウス・御杖村デイサービスセンター） 

［上程、説明、総括的質疑、むらづくり委員会付託］ 
 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第１９議案第５３号、御杖村の公の施設の指定管理者の指定につ

いてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):議長。 

○議長(葛城昌俊君):伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君):本案ですが、御杖村ケアハウス及び御杖村デイサービスセンターつきましては、

指定管理制度により管理運営を行っているところですが、来年３月末で指定管理期間が終了する

ことに伴い、指定管理についてお諮りするものでございます。ご審議の程、よろしくお願いします。 

○議長(葛城昌俊君):ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的質疑を行い

ます。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで総括的質疑を終わります。本案については、議会

運営委員会副委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、むらづくり委員会に付託

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、日程第１９議案第５３号、御杖村の公の施設

の指定管理者の指定については、むらづくり委員会に付託することに決定しました。 

 

◎散会の宣言 

 

○議長(葛城昌俊君):以上をもって、本日の日程は全て終了致しました。次回の本会議は１２月１４日

木曜日午前１０時より開くことに致します。本日は、これにて散会致します。お疲れ様でした。 

 

（午前１１時０４分散会） 
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令和５年第４回（１２月）御杖村議会定例会議事日程（第２号） 

令和５年１２月１４日（木） 

開議 午前１０時００分 

◎議事日程［審議結果］ 

 第１  議案第４１号 [原案可決] 

桃俣地区公衆トイレ整備工事に伴う工事請負変更契約の締結について 

 第２  議案第４２号 [原案可決] 

桃俣地区配水管布設替工事に伴う工事請負変更契約の締結について 

 第３  議案第４９号 [原案可決] 

令和５年度御杖村一般会計補正予算（第７号）の議定について 

 第４  議案第５０号 [原案可決] 

令和５年度御杖村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の議定について 

 第５  議案第５１号 [原案可決] 

令和５年度御杖村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の議定について 

 第６  議案第５２号 [原案可決] 

令和５年度御杖村介護保険特別会計補正予算（第２号）の議定について 

 第７  議案第５３号 [原案可決] 

御杖村の公の施設の指定管理者の指定について 

 （御杖村ケアハウス・御杖村デイサービスセンター） 

 第８  発委第７号 ［原案決定］ 

      閉会中の継続調査申出について（議会運営委員会） 

 第９  発委第８号 ［原案決定］ 

      閉会中の継続調査申出について（むらづくり委員会） 

◎本日の開議に付した事件 

      議事日程に同じ 

◎出席議員（５名） 

      議 長  葛 城 昌 俊 君     １ 番  福 田 麻 衣 子 君 

      ２ 番  寺 前 伊 平 君       ３ 番  張 間 裕 子 君 

      ４ 番  廣 口 芳 弘 君      ６ 番  古 川 芳 明 君 

７ 番  山 岡 隆 良 君 

◎欠席議員（２名） 

      ８ 番  松 岡 一 生 君 

◎会議録署名議員 

       １ 番   福 田 麻 衣 子 君   ２ 番   寺 前 伊 平 君  

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職・指名 

村      長         伊 藤  収 宜 君 

教  育  長            鈴 木  泰 弘 君 

副  村  長         中 嶋  英 樹 君 

総務課長           今 井  智  君 

むらづくり振興課長     片 岡  保 昌 君 

教育委員会次長      中 村  康 幸 君 
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住民生活課長        仲 子  雄 史 君 

産業建設課長        古 谷  匡 敏 君 

保健福祉課長        川 上 隆 二 君 

会計管理者         松 本  慶 一 君 

◎職務のため議場に出席した事務局職員 

      事務局長    森 本 成 則 君 

 

閉会  午前１０時２２分 
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◎[発言記録] 
（午前１０時００分開議） 

 

◎開会及び開議の宣言 
 

○議長(葛城昌俊君):皆さん、おはようございます。本日の令和５年第４回定例会の続会をご案内さ

せていただいたところ、ご出席をいただきありがとうございます。なお、本日の会議に際し、松岡議

員より病気入院のため欠席届が出ております。ただ今の出席議員は７名です。地方自治法第１１３

条の規定による定足数に達していますので、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元

に配布の日程（第２号）のとおりとします。 

 

◎議案第４１号桃俣地区公衆トイレ整備工事に伴う工事請負 
変更契約の締結について、議案第４２号桃俣地区配水管 
布設替工事に伴う工事請負変更契約の締結について 

［一括上程、一括委員長報告、一括委員長質疑］ 

 

○議長(葛城昌俊君):先ず、日程第１議案第４１号、桃俣地区公衆トイレ整備工事に伴う工事請負変

更契約の締結について、日程第２議案第４２号、桃俣地区配水管布設替工事に伴う工事請負変

更契約の締結についての２議案につきましては、むらづくり委員会へ付託した案件でございます

ので、これを一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。日程第１議案第４１号、

日程第２議案第４２号について、御杖村会議規則第４１条第１項の規定に基づき、むらづくり委員

会委員長より一括して審査経過及び結果の報告をお願いします。廣口委員長。 

○４番(廣口芳弘君):議長。４番、廣口。 

○議長(葛城昌俊君):廣口委員長。 

○４番(廣口芳弘君):それでは、むらづくり委員会を代表しまして、当委員会に付託されました、議案

第４１号及び議案第４２号について、審査の経緯並びに経過と結果について、ご報告させていた

だきます。まず、審査の経緯でございますが、去る１２月７日の本会議におきまして、議案第４１号

の桃俣地区公衆トイレ整備工事、議案第４２号の桃俣地区配水管布設替工事それぞれの工事請

負変更契約の締結について、議案第５３号の御杖村ケアハウス、御杖村デイサービスセンターに

伴う御杖村の公の施設の指定管理者の指定について、計３件の案件が付託されたことにより、１２

月１１日に委員会を開催いたしました。当日は、松岡委員を除く委員及び村長をはじめ各部局の

所属長出席のもと審査を行いました。審査の経過でございますが、議案第４１号桃俣地区公衆トイ

レ整備工事に伴う工事請負変更契約の締結について、議案第４２号桃俣地区配水管布設替工事

に伴う工事請負変更契約の締結について、それぞれ質疑及び討論と採決を行いました。質疑で

は、それぞれの工事において契約金額が増額となった要因など委員より質疑が行われ、村当局よ

り答弁をいただきましたが、詳細については全員出席の委員会ですので、割愛をさせていただき

ます。採決の結果につきましては、２議案ともに全員の賛成により、原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。以上で、議案第４１号桃俣地区公衆トイレ整備工事に伴う工事請負変更契約の

締結について、議案４２号桃俣地区配水管布設替工事に伴う工事請負変更契約の締結について 
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のむらづくり委員会の報告とさせていただきます。 

○議長(葛城昌俊君):廣口委員長、ご苦労様でした。これから、委員長報告に対する質疑を一括して

行います。質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。 

 

◎議案第４１号桃俣地区公衆トイレ整備工事に伴う工事請負 
変更契約の締結について 

［討論、採決］ 

 

○議長(葛城昌俊君):これで質疑を終わります。討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する委員長の報告は可決です。日程第１議案第４１号について、委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第１議案第４１号、桃俣地区公

衆トイレ整備工事に伴う工事請負変更契約の締結については、むらづくり委員会委員長の報告の

とおり可決されました。 

 

◎議案第４２号桃俣地区配水管布設替工事に伴う工事請負 
変更契約の締結について 

［討論、採決］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第２議案第４２号、桃俣地区配水管布設替工事に伴う工事請負変

更契約の締結についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する委員長の報告は可決です。日程第２議案第４２号について、委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第２議案第４２号、桃俣地区配

水管布設替工事に伴う工事請負変更契約の締結については、むらづくり委員会委員長の報告の

とおり可決されました。 

 

◎議案４９号令和５年度御杖村一般会計補正予算(第７号)の 
議定について、議案第５０号令和５年度御杖村簡易水道 
事業特別会計補正予算(第１号)の議定について、議案第 
５１号令和５年度御杖村国民健康保険特別会計補正予算 
(第４号)の議定について、議案第５２号令和５年度御杖村 
介護保険特別会計補正予算(第２号)の議定について 

［一括上程、一括委員長報告、一括委員長質疑］ 
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○議長(葛城昌俊君):次に、日程第３議案第４９号、令和５年度御杖村一般会計補正予算第７号の議

定について、日程第４議案第５０号、令和５年度御杖村簡易水道事業特別会計補正予算第１号の

議定について、日程第５議案第５１号、令和５年度御杖村国民健康保険特別会計補正予算第４号

の議定について、日程第６議案第５２号、令和５年度御杖村介護保険特別会計補正予算第２号の

議定について以上の４議案につきましては、予算決算委員会へ付託した案件でございますので、

これを一括議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。日程第３議案第４９号、

日程第４議案第５０号、日程第５議案第５１号、日程第６議案第５２号について、御杖村会議規則

第４１条第１項の規定に基づき、予算決算委員会委員長より一括して審査経過及び結果の報告を

お願いします。山岡委員長。 

○６番(山岡隆良君)：議長、６番山岡。 

○議長(葛城昌俊君):山岡委員長。 

○６番(山岡隆良君)：それでは、予算決算委員会を代表しまして、当委員会に付託されました、議案

第４９号から議案第５２号までの補正予算４件につきまして、一括して審査の経過と結果について

ご報告いたします。まず、審査の経緯でございますが、去る１２月７日の本会議におきまして、令和

５年度御杖村一般会計補正予算１件及び特別会計補正予算３件の合計４件の案件が付託された

ことにより、１２月１２日に予算決算委員会を開催いたしました。審査の経過でございますが、各会

計ごとに質疑及び討論と採決を行いました。当日は、松岡委員を除く委員及び村長をはじめ各部

局の所属長出席のもと審査を行いました。質疑では、一般会計補正予算において中央ヘリポート

整備事業に伴う減額の経緯など、委員より多くの質疑が行われ、村当局より答弁をいただきました

が、詳細については全議員出席の委員会ですので、割愛をさせていただきます。採決の結果に

つきましては、補正予算４件ともに全員の賛成により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。以上で、予算決算委員会の報告とさせていただきます。 

○議長(葛城昌俊君):山岡委員長、ご苦労様でした。これから、委員長報告に対する質疑を一括して

行います。質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎議案第４９号令和５年度御杖村一般会計補正予算(第７号) 
の議定について 

［討論、採決］ 
 

○議長(葛城昌俊君):続いて議案ごとに、討論及び採決を行います。先ず、日程第３議案第４９号、

令和５年度御杖村一般会計補正予算第７号の議定についてを議題とし、討論を行います。討論

はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する委員長の報告は可決です。日程第３議案第４９号について、委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 
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○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第３議案第４９号、令和５年度御

杖村一般会計補正予算第７号の議定については、予算決算委員会委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 

◎議案第５０号令和５年度御杖村簡易水道事業特別会計 

補正予算(第１号)の議定について 
［討論、採決］ 

 

○議長(葛城昌俊君): 次に、日程第４議案第５０号、令和５年度御杖村簡易水道事業特別会計補

正予算第１号の議定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する委員長の報告は可決です。日程第４議案第５０号について、委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第４議案第５０号、令和５年度御

杖村簡易水道事業特別会計補正予算第１号の議定については、予算決算委員会委員長の報告

のとおり可決されました。 

 

◎議案第５１号令和５年度御杖村国民健康特別会計補正 

予算(第４号)の議定について 
［討論、採決］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第５議案第５１号、令和５年度御杖村国民健康特別会計補正予算

第４号の議定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する委員長の報告は可決です。日程第５議案第５１号について、委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第５議案第５１号、令和５年度御

杖村国民健康保険特別会計補正予算第４号の議定については、予算決算委員会委員長の報告

のとおり可決されました。 

 

◎議案第５２号令和５年度御杖村介護保険特別会計補正 
予算(第２号)の議定について 

［討論、採決］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第６議案第５２号、令和５年度御杖村介護保険特別会計補正予算

第２号の議定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する委員長の報告は可決です。日程第６議案第５２号について、委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第６議案第５２号、令和５年度御

杖村介護保険特別会計補正予算第２号の議定については、予算決算委員会委員長の報告のと

おり可決されました。 

 

◎議案第５３号御杖村の公の施設の指定管理者の指定について 
         （御杖村ケアハウス・御杖村デイサービスセンター） 

［上程、委員長報告、委員長質疑］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第７議案第５３号、御杖村の公の施設の指定管理者の指定につい

てを議題とします。本案につきましては、むらづくり委員会へ付託した案件でございます。御杖村

会議規則第４１条第１項の規定に基づき、むらづくり委員会委員長より審査経過及び結果の報告

をお願いします。廣口委員長。 

○４番(廣口芳弘君):議長。４番、廣口。 

○議長(葛城昌俊君):廣口委員長。 

○４番(廣口芳弘君):それでは、議案第５３号御杖村の公の施設の指定管理者の指定について、そ

の審査の経過と結果について報告させていただきます。審査の経緯につきましては、先に報告さ

せていただきましたとおりでございます。審査の経過でございますが、御杖村ケアハウス･御杖村

デイサービスセンターの両施設における指定管理者の指定について、質疑及び討論と採決を行

いました。 質疑では、次期更新時における指定期間の延長など、委員より質疑が行われ、村当

局より答弁をいただきましたが、詳細については全議員出席の委員会ですので、割愛をさせてい

ただきます。採決の結果につきましては、全員の賛成により、原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。以上で、議案第５３号御杖村の公の施設の指定管理者の指定についてのむらづくり

委員会の報告とさせていただきます。 

○議長(葛城昌俊君):廣口委員長、ご苦労様でした。これから、委員長報告に対する質疑を行いま

す。質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎議案第５３号御杖村の公の施設の指定管理者の指定について 
         （御杖村ケアハウス・御杖村デイサービスセンター） 

［討論、採決］ 

 

○議長(葛城昌俊君):これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する委員長の報告は可決です。日程第７議案第５３号について、むらづくり委 
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員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長(葛城昌俊君):ありがとうございます。全員の起立により、日程第７議案第５３号、御杖村の公

の施設の指定管理者の指定については、むらづくり委員会委員長の報告のとおり可決されました。 

 

◎発委第７号閉会中の継続調査申出について（議会運営委員会） 
［上程、採決］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第８発委第７号、閉会中の継続調査申出についてを議題とします。

議会運営委員会委員長から、お手元の資料のとおり御杖村議会会議規則第７５条の規定により本

会議の会期日程等、議会の運営に関する事項について、閉会中における継続調査の申し出があ

りました。お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、議会運営委

員会を閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

◎発委第８号閉会中の継続調査申出について（むらづくり委員会） 
［上程、採決］ 

 

○議長(葛城昌俊君):次に、日程第９発委第６号、閉会中の継続調査申出についてを議題とします。

むらづくり委員会委員長から、お手元の資料のとおり御杖村議会会議規則第７５条の規定により

むらづくり施策に関する事項について、閉会中における継続調査の申し出がありました。お諮りし

ます。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長(葛城昌俊君):異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、むらづくり委

員会を閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

◎閉議及び閉会の宣言 
 

○議長(葛城昌俊君):以上をもって、本日の日程は全部終了致しました。本日の会議を閉じます。よ

って、令和５年第３回御杖村議会定例会を閉会します。お疲れ様でした。 

 

（午前１０時２２分閉会） 
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